
 
 
 
 
 
 
 

次  第 
                   日 時  令和２年 10 月 1 日 

 

 
 
※ 新型コロナウィルス感染拡大防止のため、令和２・３年度総会は、役員による

書面決議で執り行い、総会議決といたします。 
 
 
 

１.  議  事 

  第１号議案 平成３０・令和元年度事業報告及び収支決算の承認について 

        （監査報告） 

  第２号議案 令和２・３年度事業計画（案）及び収支予算（案）の決定について 

  第３号議案 鶴窓会庄内支部規約の改正(案)について 

第４号議案 役員の改選（案）について 

 

令和 
2・3 年度 

山形大学農学部鶴窓会 
庄内支部 総会 



第1号議案

１.事業報告
 （１）平成３０年 ７月 ６日 支部三役会議（支部長、副支部長、幹事長）

 於.酒田市・すずめ家
 （２）平成３０年 ９月２１日 庄内支部会員名簿整理・総会開催案内文書発送
 （３）平成３０年１０月２７日 役員会、総会、講演会、懇親会  17名参加
 （４）令和  元年 ６月２５日 支部三役会議（支部長、副支部長、幹事長）

 於.庄内町・和心
 （５）令和  ２年 ２月２２日 第４回 庄内農業を語る会  19人参加

 於.三川町・田田の宿
２.収支決算書(平成３０年４月１日～令和２年３月３１日)
（１）収入の部

項   目 予算額 決算額 比較増減 摘   要

鶴窓会支部助成金 65,000 74,177 9,177
総会案内66,092円
語る会案内8,085円

鶴窓会お祝い金 10,000 10,000 0 鶴窓会本部より
総会参加費 84,000 51,000 △ 33,000 @3千円×17名
雑収入 37 2,696 2,659 語る会残金2,696円
繰越金 81,263 81,263 0 前年度より

合  計 240,300 219,136 △ 21,164

（２）支出の部
項   目 予算額 決算額 比較増減 摘   要

名簿作成費 0 0 0
総会案内ﾊｶﾞｷ代・印刷代 65,000 67,076 2,076 総会往復ﾊｶﾞｷ代、切手代
資料コピー印刷代 5,000 0 △ 5,000

総会・会議費 120,000 85,355 △ 34,645

総会経費、謝礼2,050円、折詰
46,000円、飲物代19,705円、弁当代
6,600円
三役会30年7,000円、元年4,000円

写真代・通信費 5,000 0 △ 5,000

事務費・予備費 45,300 8,573 △ 36,727
ﾀｯｸﾞｼｰﾙ2,592円
ホルダー、コピー用紙等5,981円

合  計 240,300 161,004 △ 79,296

     収入合計 219,136円－支出合計 161,004円=58,132円の残
次年度へ繰り越し

平成３０・令和元年度事業報告及び収支決算の承認について

－１－



監査報告書

平成 30年度・令和元年度鶴窓会庄内支部の会計について、監査を実施し

ましたのでその結果を次のとおり報告します。

■ ‐¬

百巳

1 監査期 日  令和2年 9月 28日

2 監査内容    (1)収 支決算

(2)関係帳簿及び証拠書類

3 監査意見

各出納事務全般について監査 した結果、収入支出ともに諸帳簿

及び証拠書類と照合 して正当と認める。

令和 2年 9月 28日

監事 マ

山形大学農学部鶴窓会庄内支部

支部長 高橋敏能  殿
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第2号議案

１.事業計画（案）
 （１）令和２年５月１２日  農学部学生へ無償米の支援要請  ５１名へ
 （２）令和２年７月２５日  支部三役会議（支部長、副支部長、幹事長） 庄内町・和心
 （３）令和２年８月下旬   庄内支部会員名簿整理
 （４）令和２年10月上旬   役員会(書面決議)、総会（書面議決）
 （５）令和３年７月   支部三役会議（支部長、副支部長、幹事長）
 （６）令和４年２月   第５回 庄内農業を語る会の開催

２.収支予算（案）
（１）収入の部

項   目
平成30・
31年度

令和2・
3年度

比較増減 摘   要

鶴窓会支部助成金 65,000 40,866 △ 24,134
総会書面決議送付19名×@84円=1,596円
総会報告495名×63円=31,185円
語る会案内55名×@147円= 8,085円

鶴窓会お祝い金 10,000 0 △ 10,000 書面決議のためなし
総会参加費 84,000 0 △ 84,000 書面決議のためなし
雑収入 37 1,002 965
繰越金 81,263 58,132 △ 23,131 前年度より

合  計 240,300 100,000 △ 140,300

（２）支出の部

項   目
平成30・
31年度

令和2・
3年度

比較増減 摘   要

名簿作成費 0 0 0

総会案内ﾊｶﾞｷ代・印刷代 65,000 40,866 △ 24,134
書面決議、送料1,596円、ﾊｶﾞｷ代31,185円
語る会案内送料8,085円

資料コピー印刷代 5,000 5,000 0
総会・会議費 120,000 10,000 △ 110,000 役員会
写真代・通信費 5,000 0 △ 5,000
事務費・予備費 45,300 44,134 △ 1,166 コピー用紙、タッグシール等

合  計 240,300 100,000 △ 140,300

0 円収支差し引き

令和２・３年度事業計画（案）及び収支予算（案）の決定について

－３－
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第 3 号議案 

 

山形大学農学部 鶴窓会庄内支部規約改正について(案) 

 

 

（名 称） 
第１条 本支部は山形大学農学部鶴窓会庄内支部と称し、事務局は支部長宅内に置 

くものとする。 
 
（目 的） 
第２条 本支部は会員相互の連携と親睦を図ることを目的とする。 
 
（会 員） 
第３条  本支部は山形県立農林専門学校及び山形大学農学部卒業生、農学専攻科・

大学院修了生で、庄内地域に居住する者並びに庄内地域に職を有する者をもっ
て会員とする。 

 
（役 員） 
第４条 会員の互選により、次の役員を置き任期は二年とする。但し、再任は妨げない。 
      顧問  若干名、    支部長  １名、    副支部長  ２名、 
      監事  ２名、      幹事長  １名、    幹事   若干名 
 
（事 業） 
第５条 本支部の目的を達成するため次の事業を行う。 
      １．総会・交流会、   ２．その他 
 
（会 議） 
第６条 本支部の会議は総会と役員会とし、総会は原則として年１回・役員会は必要に 

応じて開催する。但し、支部長が認めた場合は臨時総会を開くことが出来る。 
 
（会 計） 
第７条  本支部の運営費は、会費とその他をもってあてる。 
 
(会計期間) 
第８条  本支部の会計期間は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 
 
 
 
 
附 則  昭和６０年１０月１２日 制定 
      平成１０年１０月２０日 一部改定 
      平成１３年 ８月２５日 一部改定 
      平成１８年 ７月 ９日 一部改定 

      令和 ２年  月  日 一部改定 

 

  ※ 第８条、付則のアンダーライン部分を追加挿入する。 
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第４号議案 

 

役員の改選について（案） 

       事務局   三川町土口字村中 121  支部長 芳賀修一 宅内 

                電話 ０２３５－６６－２０１２ 

役   職 氏    名 卒年.学科 備 考 

顧   問 
阿部  重彰 Ｓ４８． 農  

高 橋  敏 能 Ｓ４5． 農 新任 

支 部 長 芳賀  修一 Ｓ４６． 農 新任 

副支部長 
百瀬  清昭 Ｓ５０． 農  

冨樫 一幸 Ｓ５７． 農 新任 

監   事 
菅原 良和 Ｓ５２． 農  

藤科 智海 Ｓ６３．農 Ｈ２．修  

幹 事 長 安藤 一雄 Ｓ５１．農 Ｓ５３．修  

幹   事 

菅 原  幸 司 Ｓ４９． 農化  

阿 部  敏 明 Ｓ５０． 農化  

長谷川篤夫 Ｓ５４． 農  

松坂 茂也 Ｓ５８． 農  

押井 秀勝 Ｓ６２． 園  

加 来  伸 夫 Ｈ４．農化 Ｈ６．修  

松山 裕城 Ｈ１０．生 Ｈ１２．修  

佐藤   淑 Ｈ１１.生 Ｈ１３．修  

遠藤  文子 Ｈ２１． 環修  


